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調布市特定教育・保育施設 

（認可保育所） 
 

 

指導検査基準（令和８年６月４日適用） 

 

 

調布市 子ども生活部 子ども政策課 
 
 

※ 調布市の指導検査は、本基準及び東京都福祉保健局が作成する指導検査基準の両方を用いて実施します 
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指導検査基準中の「評価区分」 

 

評価区分 
 

指導形態 
 

Ｃ 文書指摘 

 
 福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合を除く）は、

原則として「文書指摘」とする。 
 ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭

指導」とすることができる。 
 

Ｂ 口頭指導 

 
 福祉関係法令以外の関係法令またはその他の通達等に違反する場合は、原則とし

て「口頭指導」とする。 
 ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合または正当な理由なく改善を

怠っている場合は「文書指摘」とする。 
  
 なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反

の場合に限り「口頭指導」とすることができる。 
 

Ａ 助言指導 

 
 法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を

行う。 
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 11 賃借料加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

 12 チーム保育推進加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

13 主任保育士専任加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 14 育支援加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 
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Ⅴ 市補助金に関する基準 
 １ 実費徴収の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

 ２ 他自治体施設等への資金移動・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

 ３ 本部経費按分負担額の算出・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

 ４ 書類の整備保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４

 

〔凡例〕 
 以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。 
 

No 関係法令及び通知等 略称 

1 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 法 

2 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

（平成２６年内閣府令第３９号） 
運営基準府令 

3 
特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について 
（令和８年４月８日こ成保３０６、８文科初第１７２号） 

留意事項通知 

4 
施設型給付費等に係る処遇改善等加算について 
（令和８年４月８日こ成保３１９、８文科初第１７１号） 

処遇改善通知 

5 公定価格に関するＦＡＱ（よくある質問）（Ｖｅｒ．３０）（令和８年４月８日時点版） 公定価格ＦＡＱ 

6 夜間保育所の設置認可等について（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通知） 夜間保育所通知 

7 調布市民間保育所等運営費等補助金交付要綱 市補助金要綱 

8 調布市民間保育所等運営費等補助金の運用について（２調子保発第 700002 号） 市補助金運用通知 

9 認可保育所における上乗せ徴収、実費徴収について（２調子保発第 700003 号） 実費徴収通知 
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Ⅰ 運営に関する基準 
項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

１ 利用定員 １ 特定教育・保育施設（認可保育所に限る）の

利用定員は２０人以上とする。 

 

２ 法第１９条第２号、第３号に定める区分ごと

の利用定員を定めるものとする。 

 

１ 利用定員は遵守されている

か 

１ 運営基準府令第４条

第１項 

 

１ 運営基準府令第４条

第２項 

１ 利用定員を２０人以上とし

ていない 

 

１ 区分ごとの利用定員を定め

ていない 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

２ 内容及び手続の説明

及び同意 

１ 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あ

らかじめ、利用申込者に対し、運営規程の概要、

職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込

者の教育・保育の選択に資すると認められる重

要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない。 

 

１ 重要事項説明書等を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ているか 

１ 運営基準府令第５条

第１項 

１ 重要事項説明書等を作成し

ていない 

２ 重要事項説明書等の内容が

不十分である 

３ 重要事項説明書等を交付し

て説明を行い、利用申込者の同

意を得ていない 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

３ 利用申込みに対する

正当な理由のない提供

拒否の禁止 

１ 教育・保育給付認定保護者から利用の申込み

を受けたときは、正当な理由がなければ、これ

を拒んではならない。 

 

２ 私立保育所は、市町村から児童福祉法第２４

条第１項の規定に基づく保育所における保育を

行うことの委託を受けたときは、正当な理由が

ない限り、これを拒んではならない。 

 

１ 正当な理由のない提供拒否

をしていないか 

 

 

２ 市からの委託を拒否してい

ないか 

１ 運営基準府令第６条

第１項 

 

 

１ 運営基準府令附則第

２条第２項 

１ 正当な理由なく教育・保育給

付認定保護者からの利用申込

みを拒否している 

 

１ 市からの委託を拒否してい

る 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

４ あっせん、調整及び

要請に対する協力 

１ 法第４２条第１項の規定により市町村が行う

あっせん及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 

 

 

 

１ あっせん及び要請に対し、協

力しているか 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第７条

第１項 

 

 

 

 

１ あっせん及び要請に対し、協

力していない 

 

 

 

 

Ｂ 
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２ 児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３

条第１項の規定により読み替えて適用する場合

を含む）の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 

２ 調整及び要請に対し、協力し

ているか 

１ 運営基準府令第７条

第２項 

１ 調整及び要請に対し、協力し

ていない 

Ｂ 

５ 教育・保育給付認定

の申請に係る援助 

１ 教育・保育給付認定を受けていない保護者か

ら利用の申込みがあった場合は、当該保護者の

意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。 

 

２ 教育・保育給付認定の変更の認定の申請が、

遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けてい

る教育・保育給付認定の有効期間の満了日の３

０日前には行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならない（緊急その他やむを得ない理由が

ある場合を除く）。 

 

１ 教育・保育給付認定申請の援

助を行っているか 

１ 運営基準府令第９条

第１項 

 

 

 

１ 運営基準府令第９条

第２項 

１ 速やかに申請が行われるよ

う援助をしていない 

２ 援助が不十分である 

 

 

１ 有効期間満了日の３０日前

に変更の認定の申請が行われ

るよう援助をしていない 

２ 援助が不十分である 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

６ 特定教育・保育に関

する評価等 

１ 特定教育・保育施設は、自らその提供する特

定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

 

 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教

育・保育施設を利用する保護者その他の特定教

育・保育施設の関係者（当該特定教育・保育施

設の職員を除く）による評価又は外部の者によ

る評価を受けて、それらの結果を公表し、常に

その改善を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

１ 自己評価を行い、改善を図っ

ているか 

 

 

 

２ 定期的に外部の者等による

評価を受けて、結果を公表し、

改善を図るよう努めているか 

１ 運営基準府令第１６

条第１項 

 

 

 

１ 運営基準条例第１６

条第２項 

１ 自己評価を行い、改善を図っ

ていない 

２ 自己評価・改善が不十分であ

る 

 

１ 外部評価等を受けて、結果を

公表し、改善を図るよう努めて

いない 

２ 外部評価等の受審・結果の公

表・改善が不十分である 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 
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７ 運営規程 １ 特定教育・保育施設は、以下に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程（運営規

程）を定めておかなければならない。 

 ① 施設の目的及び運営の方針 

 ② 提供する特定教育・保育の内容 

 ③ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ④ 特定教育・保育の提供を行う日及び時間、

提供を行わない日 

 ⑤ 保護者から受領する利用者負担その他の費

用の種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑥ 法第１９条第２号・第３号に定める小学校

就学前子どもの区分ごとの利用定員 

 ⑦ 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に

関する事項及び利用に当たっての留意事項 

 ⑧ 緊急時等における対応方法 

 ⑨ 非常災害対策 

 ⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑪ その他特定教育・保育施設の運営に関する

重要事項 

 

１ 運営規程を定めているか １ 運営基準府令第２０

条 

１ 運営規程を定めていない 

２ 運営規程の内容が不十分で

ある 

Ｃ 

Ｂ 

８ 勤務体制の確保等 １ 教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特

定教育・保育を提供することができるよう、職

員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

 

２ 当該特定教育・保育施設の職員によって特定

教育・保育を提供しなければならない（教育・

保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の

提供に直接影響を及ぼさない業務を除く）。 

 

 

１ 職員の勤務体制を定めてい

るか 

 

 

 

２ 当該施設の職員によって保

育を提供しているか 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第２１

条第１項 

 

 

 

１ 運営基準府令第２１

条第２項 

 

 

 

 

１ 職員の勤務体制を定めてい

ない 

２ 職員の勤務体制が不十分で

ある 

 

１ 当該施設の職員によって保

育を提供していない 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 
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３ 職員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

 

３ 研修の機会を確保している

か 

１ 運営基準府令第２１

条第３項 

１ 研修を実施していない 

２ 研修が不十分である 

Ｃ 

Ｂ 

９ 定員の遵守 １ 利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行

ってはならない（特定教育・保育に対する需要

の増大への対応等、やむを得ない事情がある場

合を除く）。 

 

１ やむを得ない事情がないに

も関わらず、利用定員を超えて

特定教育・保育の提供を行って

いないか 

１ 運営基準府令第２２

条 

１ やむを得ない事情がないに

も関わらず、利用定員を超えて

特定教育・保育を提供している 

Ｃ 

10 掲示等 １ 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職

員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込

者の特定教育・保育施設の選択に資すると認め

られる重要事項を掲示するとともに、電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によっ

て直接受信されることを目的として公衆からの

求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放

送又は有線放送に該当するものを除く。）によ

り公衆の閲覧に供しなければならない。 

 

１ 施設の見やすい場所に運営

規程等の重要事項を掲示して

いるか 

 

２ 特定教育・保育施設における

重要事項について、インターネ

ットを利用して公衆の閲覧に

供しているか 

１ 運営基準府令第２３

条 

１ 運営規程等の重要事項を掲

示していない 

２ 掲示の場所や内容が不十分

である 

３ 重要事項をインターネット

を利用して公衆の閲覧に供し

ていない 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

11 秘密保持等 １ 職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 職員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

１ 正当な理由なく、業務上知り

得た子どもや家族の秘密を漏

らしていないか 

 

２ 職員であった者が秘密を漏

らすことがないよう、必要な措

置を講じているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第２７

条第１項 

 

 

１ 運営基準府令第２７

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 正当な理由なく、業務上知り

得た子どもや家族の秘密を漏

らしている 

 

１ 必要な措置を講じていない 

２ 必要な措置が不十分である 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 
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３ 小学校、他の特定教育・保育施設等に対して、

教育・保育給付認定子どもに関する情報を提供

する際には、あらかじめ文書により当該教育・

保育給付認定子どもの保護者の同意を得ておか

なければならない。 

 

３ 情報提供に際して、あらかじ

め文書により保護者の同意を

得ているか 

１ 運営基準府令第２７

条第３項 

１ 保護者の同意を得ていない 

２ 保護者の同意が不十分であ

る 

Ｃ 

Ｂ 

12 情報の提供等 １ 施設を利用しようとする小学校就学前子ども

の保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教

育・保育施設を選択することができるように、

提供する特定教育・保育の内容に関する情報の

提供を行うよう努めなければならない。 

 

２ 施設について広告をする場合において、その

内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはなら

ない。 

 

１ 提供する保育内容の情報提

供に努めているか 

 

 

 

 

２ 虚偽または誇大な広告をし

ていないか 

１ 運営基準府令第２８

条第１項 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第２８

条第２項 

１ 提供する保育内容の情報提

供に努めていない 

 

 

 

 

１ 虚偽または誇大な広告をし

ている 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

13 苦情解決 １ 提供した保育に関する教育・保育給付認定子

ども・保護者・家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓

口を設置する等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

２ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。 

 

 

３ 提供した保育に関する教育・保育給付認定子

ども・保護者・家族からの苦情に関して、市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

１ 苦情受付窓口の設置等、必要

な措置を講じているか 

 

 

 

 

２ 苦情の内容等を記録してい

るか 

 

 

３ 苦情に関して市が実施する

事業に協力しているか 

 

 

 

１ 運営基準府令第３０

条第１項 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第３０

条第２項 

 

 

１ 運営基準府令第３０

条第３項 

 

 

 

１ 苦情解決窓口の設置等、必要

な措置を講じていない 

２ 措置が不十分である 

 

 

 

１ 苦情の内容等を記録してい

ない 

２ 記録が不十分である 

 

１ 苦情に関して市が実施する

事業に協力していない 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 
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４ 提供した保育に関して市町村が行う検査に応

じ、及び教育・保育給付認定子ども・保護者・

家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

 

５ 市町村からの求めがあった場合には、４の改

善の内容を市町村に報告しなければならない。 

 

４ 市が行う検査・調査に協力す

るとともに、市の指導・助言に

従い必要な改善を行っている

か 

 

 

 

５ 市からの求めがあった場合

に、改善の内容を市に報告して

いるか 

 

１ 運営基準府令第３０

条第４項 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第３０

条第５項 

１ 市が行う検査・調査への協力

または市の指導・助言に対する

改善を行っていない 

２ 市が行う検査・調査への協力

または市の指導・助言に対する

改善が不十分である 

 

１ 改善内容を市に報告してい

ない 

２ 改善内容の市への報告が不

十分である 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

14 記録の整備 １ 職員及び設備に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

 

 

２ 苦情の内容等の記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

 

１ 職員及び設備に関する諸記

録を整備しているか 

 

 

２ 苦情内容の記録を完結の日

から５年間保存しているか 

１ 運営基準府令第３４

条第１項 

 

 

１ 運営基準府令第３４

条第２項 

１ 職員及び設備に関する諸記

録を整備していない 

２ 記録が不十分である 

 

１ 苦情内容の記録を完結の日

から５年間保存していない 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 
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Ⅱ 保育に関する基準 
項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

１ 心身の状況等の把握 １ 特定教育・保育の提供に当たっては、教育・

保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれ

ている環境、他の特定教育・保育施設等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

 

１ 子どもの心身の状況等の把

握に努めているか 

１ 運営基準府令第１０

条 

１ 子どもの心身の状況等の把

握に努めていない 

２ 子どもの心身の状況等の把

握が不十分である 

Ｃ 

 

Ｂ 

２ 小学校等との連携 １ 特定教育・保育の提供の終了に際しては、小

学校における教育又は他の特定教育・保育施設

等において提供される教育・保育との円滑な接

続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに

係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育

施設等との密接な連携に努めなければならな

い。 

 

１ 小学校等との連携に努めて

いるか 

１ 運営基準府令第１１

条 

１ 終了に際し、円滑な接続に資

するよう、小学校等との連携に

努めていない 

２ 小学校等との連携が不十分

である 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

３ 特定教育・保育の提

供の記録 

１ 特定教育・保育を提供した際は、提供日、内

容その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

１ 特定教育・保育の提供につい

て記録しているか 

１ 運営基準府令第１２

条 

１ 特定教育・保育の提供につい

て記録していない 

２ 記録が不十分である 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

４ 特定教育・保育の取

扱方針 

１ 保育所保育指針に基づき、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の

提供を適切に行わなければならない。 

１ 特定教育・保育の内容は適切

か 

１ 運営基準府令第１５

条第１項 

１ 特定教育・保育の内容が適切

でない 

２ 特定教育・保育の内容が不十

分である 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

５ 相談及び援助 １ 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付

認定子どもの心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、教育・保育給付認定

子ども又はその保護者に対し、その相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。 

 

１ 保護者等の相談に適切に応

じ、必要な助言・援助を行って

いるか 

１ 運営基準府令第１７

条 

１ 保護者等の相談に適切に応

じ、必要な助言・援助を行って

いない 

２ 保護者等の相談に対する対

応・助言・援助が不十分である 

Ｃ 

 

 

Ｂ 
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６ 緊急時等の対応 １ 教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教

育・保育給付認定子どもの保護者又は医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

１ 子どもの体調急変時等に、速

やかに保護者又は医療機関へ

の連絡等必要な措置を講じて

いるか 

１ 運営基準府令第１８

条 

１ 子どもの体調急変時等に速

やかに必要な措置を講じてい

ない 

２ 子どもの体調急変時等の対

応が不十分である 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

７ 教育・保育給付認定

子どもを平等に取り扱

う原則 

１ 教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社

会的身分等によって、差別的取扱いをしてはな

らない。 

 

１ 差別的取扱いをしていない

か 

１ 運営基準府令第２４

条 

１ 差別的取扱いをしている Ｃ 

８ 虐待等の禁止 １ 教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉

法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該

教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

 

１ 子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしていないか 

１ 運営基準府令第２５

条 

１ 子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしている 

Ｃ 

９ 地域との連携等 １ 地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければ

ならない。 

 

１ 地域との交流に努めている

か 

１ 運営基準府令第３１

条 

１ 地域との交流に努めていな

い 

Ｂ 

10 事故発生の防止及び

発生時の対応 

１ 事故の発生又はその再発を防止するため、以

下に定める措置を講じなければならない。 

 ①事故が発生した場合の対応、市や保護者等へ

の報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

 ②事故が発生した場合又はそれに至る危険性が

ある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ

れ、その分析を通じた改善策を従業者に周知

徹底する体制を整備すること。 

 ③事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

 

１ 事故の発生・再発を防止する

ため、左記①～③の措置を講じ

ているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第３２

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事故発生時の対応等が記載

された指針を整備していない 

２ 指針の内容が不十分である 

３ 事故やその危険性がある事

態について、内容・改善策が従

業者に周知徹底されていない 

４ 周知徹底が不十分である 

５ 事故発生防止のための研修

等を定期的に行っていない 

６ 研修等が不十分である 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

Ｃ 

 

Ｂ 
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２ 教育・保育給付認定子どもに対する保育の提

供により事故が発生した場合は、速やかに市町

村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

３ 事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

 

 

４ 教育・保育給付認定子どもに対する保育の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

２ 事故発生時に、速やかに市・

保護者等に連絡するとともに、

必要な措置を講じているか 

 

 

 

３ 事故の状況及び対応につい

て記録しているか 

 

 

４ 賠償すべき事故発生時、損害

賠償を速やかに行っているか 

１ 運営基準府令第３２

条第２項 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第３２

条第３項 

 

 

１ 運営基準府令第３２

条第４項 

１ 事故発生時に、速やかな市・

保護者等への連絡等、必要な措

置を講じていない 

２ 事故発生時の対応が不十分

である 

 

１ 事故の状況及び対応につい

て記録していない 

２ 記録が不十分である 

 

１ 損害賠償を速やかに行って

いない 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

11 記録の整備 １ 以下に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

 ①保育所保育指針に基づく特定教育・保育の提

供に当たっての計画 

 ②提供した保育に係る必要な事項（提供日、内

容等）の提供の記録 

 ③事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

 

１ 左記①～③について、完結の

日から５年間保存しているか 

１ 運営基準府令第３４

条第２項 

１ 左記①～③について、完結の

日から５年間保存していない 

Ｃ 
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Ⅲ 会計に関する基準 
項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

１ 利用者負担額等の受

領 

 

 

 

※実費徴収については、

「Ⅳ 市補助金に関する

基準」の「１ 実費徴収

の禁止」に、別途定めが

あるため、要参照 

１ 上乗せ徴収（特定教育・保育の質の向上を図

る上で特に必要であると認められる対価につい

て、保護者に負担を求めること）の実施に際し

ては、市町村の同意を得なければならない。 

 

２ 実費徴収（特定教育・保育施設の利用におい

て通常必要とされるものに係る費用について、

保護者に負担を求めること）の実施は、以下の

費用のみとしなければならない。 

 ①日用品、文房具等の購入費 

 ②行事への参加費 

 ③第２号認定子どもの主食費・副食費 

 ④施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

 ⑤その他、特定教育・保育において提供される

便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施

設の利用において通常必要とされるものに係

る費用であって、保護者に負担させることが

適当と認められるもの 

 

３ 利用者負担額等の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を、当該費用の額を支払った

保護者に対し交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 上乗せ徴収の実施について、

市町村の同意を得ているか 

 

 

 

２ 左記①～⑤以外の費用につ

いて、実費徴収していないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 領収証を保護者に交付して

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第１３

条第３項 

２ 運営基準府令附則第

２条第１項 

 

１ 運営基準府令第１３

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第１３

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市町村の同意を得ずに上乗

せ徴収している 

 

 

 

１ 左記①～⑤以外の費用につ

いて、実費徴収している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 領収証を保護者に交付して

いない 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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４ 上乗せ徴収及び実費徴収を行う際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに保護者に金

銭の支払を求める理由について書面によって明

らかにするとともに、保護者に対して説明を行

い、同意を得なければならない。なお、上乗せ

徴収に係る保護者の同意は、文書によらなけれ

ばならない。 

 

４ 使途・額・理由について書面

で明らかにし、保護者へ説明

し、同意を得ているか 

１ 運営基準府令第１３

条第６項 

１ 使途・額・理由について書面

で明らかにし、保護者へ説明

し、同意を得ていない 

２ 使途・額・理由の明示、保護

者への説明、同意が不十分であ

る 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

２ 利益供与等の禁止 １ 利用者支援事業その他の地域子ども・子育て

支援事業を行う者、教育・保育施設若しくは地

域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学

校就学前子ども又はその家族に対して施設を紹

介することの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与してはならない。 

 

２ 利用者支援事業その他の地域子ども・子育て

支援事業を行う者、教育・保育施設若しくは地

域型保育を行う者等又はその職員から、小学校

就学前子ども又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受し

てはならない。 

 

１ 金品その他の財産上の利益

を供与していないか 

 

 

 

 

 

２ 金品その他の財産上の利益

を収受していないか 

１ 運営基準府令第２９

条第１項 

 

 

 

 

 

１ 運営基準府令第２９

条第２項 

１ 金品その他の財産上の利益

を供与している 

 

 

 

 

 

１ 金品その他の財産上の利益

を収受している 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

３ 会計の区分 １ 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事

業の会計をその他の事業の会計と区分しなけれ

ばならない。 

 

 

１ 特定教育・保育の事業の会計

をその他の事業の会計と区分

しているか 

１ 運営基準府令第３３

条 

１ 特定教育・保育の事業の会計

をその他の事業の会計と区分

していない 

２ 区分が不十分である 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

４ 記録の整備 １ 会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 

１ 会計に関する諸記録を整備

しているか 

１ 運営基準府令第３４

条第１項 

１ 会計に関する諸記録を整備

していない 

２ 記録が不十分である 

 

Ｃ 

 

Ｂ 



 16

Ⅳ 公定価格に関する基準 
項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

１ 基本分単価 １ 基本分単価に含まれる職員構成を充足しなけ

ればならない。 

 ① 保育士 

  ア 年齢別配置基準 

   ・ ４、５歳児３０人につき１人 

   ・ ３歳児２０人につき１人 

   ・ １、２歳児６人につき１人 

   ・ ０歳児３人につき１人 

  イ その他 

   ・ 利用定員９０人以下の施設の場合１人 

   ・ 保育標準時間認定の子どもがいる場合

１人 

   ・ 上記ア・イとは別に非常勤保育士１人 

 ② 施設長１人 

  ※児童福祉事業等に２年以上従事した者又は

これと同等以上の能力を有すると認められ

る者で、常時実際にその施設の運営管理の

業務に専従し、かつ委託費からの給与支出

がある者 

 ③ 調理員等（調理業務の全部を委託する場合 

は配置不要） 

  ・利用定員２０人以下 ……… １人 

   利用定員２１～４０人 …… ２人 

   利用定員４１～１５０人 … ２人 

   利用定員１５１人以上 …… ３人 

 ④ 非常勤事務職員（施設長が兼務する場合、 

業務委託する場合は配置不要） 

 ⑤ 嘱託医・嘱託歯科医 

 ※詳細は留意事項通知別紙２参照 

１ 基本分単価に含まれる職員

構成を充足しているか 

２ 施設長は左記の要件を満た

しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅱ １ 

２ 留意事項通知別紙２ 

Ⅳ ２ 

１ 基本分単価に含まれる職員

構成を充足していない 

２ 児童福祉事業等に２年以上

従事等していない者を施設長

としている 

３ 施設長が常時施設の運営管

理業務に専従していない 

４ 委託費からの給与支出がな

い者を施設長としている 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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２ 処遇改善等加算 

区分１「基礎分」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 区分１「基礎分」（以下「区分１」という。）

の適用を受ける場合は、以下①②のいずれにも

適合するか、又は区分３「質の向上分」（以下

「区分３」という。）の適用を受けていなけれ

ばならない。 

 ① 職員の職位等に応じた勤務条件等の要件及

び賃金体系について定め、その内容を就業規

則等として書面で整備し、全職員に周知する 

 ② 職員の資質向上のための計画（以下ア及び

イの内容が含まれる）を策定し、当該計画に

係る研修（通常業務中に行うものを除く）を

実施するか、研修機会を確保し、そのことを

全職員に周知する 

  ア：計画に沿って研修機会の提供又は技術指

導等を実施するとともに、そのフィード

バックを行うこと 

  イ：保育士資格等を取得しようとする者がい

る場合は支援（シフト調整、休暇付与、

費用援助等）すること 

  

２ 区分１に係る加算額は、職員の賃金の勤続年

数等を基準として行う昇給等に適切に充てなけ

ればならない。 

 

３ 賃金改善の方針をあらかじめ職員に周知し、

改善を行う賃金項目以外の賃金項目の水準を低

下させないとともに、対象者や額が恣意的に偏

らないようにしなければならない。 

 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

１ 左記①②のいずれにも適合

しているか、または区分３の適

用を受けているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 区分１に係る加算額につい

て、適切に昇給等に充てている

か 

 

３ 賃金改善の方針を周知し、賃

金改善を行う項目以外の給与

水準を低下させず、対象者や額

が恣意的に偏らないようにし

ているか 

 

 

１ 処遇改善通知第２ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５          

 １ 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

 ２ 

 

 

 

 

 

１ 職員の職位等に応じた勤務

条件等の要件及び賃金体系を

書面で整備し、全職員に周知し

ていない 

２ 職員の資質向上のための計

画を策定し、当該計画に係る研

修の実施、研修機会の確保、及

びその旨を全職員に周知して

いない 

３ 職員の資質向上のための計

画に「計画に沿った研修機会の

提供や技術指導とそのフィー

ドバックを行うこと」及び「保

育士資格等の取得を支援する

こと」が掲げられていない 

 

 

 

 

 

１ 区分１に係る加算額を適切

に昇給等に充てていない 

 

 

１ 賃金改善の方針を周知して

いない 

２ 賃金改善を行う項目以外の

給与水準を低下させている 

３ 対象者や額が恣意的に偏っ

ている 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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３ 処遇改善等加算 

区分２「賃金改善分」 

 

１ 区分２「賃金改善分」（以下「区分２」とい

う。）の適用を受ける場合は、以下①～③の要

件を満たすこと。 

① 職員に係る「加算による改善等見込総額

（ア）」が「加算見込額（ウ）」を下回って

いない 

ア：各職員の「加算による改善見込額（イ）」   

    の合算額と「加算による改善見込額」に 

応じて増加する法定福利費等の「事業主 

負担増加見込総額（エ）」の合算額 

  イ：賃金見込額のうち、加算対象者の基本給 

等のうちから改善を行う賃金項目を特定

し、毎月払い等の方法により加算額を配

分する賃金額 

ウ：以下の算式により算定する 

  「加算当年度の区分１及び区分２の単価

の合計額」×（「加算率」×１００）×「見

込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期

間の月数」 

エ：以下の算式により算定する 

加算年度の法定福利費等の事業主負担分 

の総額」÷「加算前年度の賃金総額」× 

「加算年度の加算による改善見込額」 

  

 ※詳細は処遇改善通知参照 

 

② 区分２及び区分３を併せた加算による改善

見込額の２分の１以上は、基本給または決ま

って毎月支払われる手当の引き上げによるも

のである 

③ 「加算当年度の加算による改善額等の影響

１ 左記の要件を満たしている

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第２  

 ２（１）（２） 

２ 処遇改善通知第４ 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「加算による改善等見込総

額」が「加算見込額」を下回っ

ている 

２ 「加算による改善等見込総

額」「加算見込額」「事業主負

担増加見込総額」等の算定方法

が処遇改善通知に則していな

い 

３ 「加算による改善見込額」の

総額の２分の１超が基本給ま

たは決まって毎月支払われる

手当以外によるものである 

４ 「加算当年度の加算による改

善額等の影響を除いた賃金見

込総額」が「基準年度における

加算額等の影響を除いた支払

賃金総額」を下回っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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を除いた賃金見込総額」が「基準年度におけ

る加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を

下回ってはならない 

 

２ 区分２に係る加算額は、その全額を職員の賃 

金改善に確実に充てること。 

※ 前提として、公定価格における人件費の増

額改定分に係る支給額についても、その全額

を職員の賃金改善に確実に充てなければなら

ない。 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

 

３ 賃金改善の方針をあらかじめ職員に周知し、

改善を行う賃金項目以外の賃金項目の水準を低

下させないとともに、対象者や額が恣意的に偏

らないようにしなければならない。 

 

 

 

４ 区分２に係る加算額は、充当対象職員、改善

する賃金項目（基本給、手当、賞与、一時金等）、

支払方法（毎月払い、一括払い）等の名称や内

訳等を明確に管理しなければならない。 

５ 年度末において、実施した賃金改善が以下①

～⑤の要件を満たしていなければならない。 

① 「加算当年度の加算による改善額等の影響 

を除いた支払賃金総額」が「基準年度におけ 

る加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を 

下回ってはならない 

② 職員に係る「加算による改善等実績総額 

 

 

 

 

２ 公定価格の人件費増額改定

分の全額を職員の賃金改善に充

てた上で、加算額の全額を職員の

賃金改善に充てているか 

 

 

 

 

 

３ 賃金改善の方針を周知し、賃

金改善を行う項目以外の給与水

準を低下させず、対象者や額が恣

意的に偏らないようにしている

か 

 

 

４ 区分２の充当対象職員、改善

する賃金項目、支払方法等を管

理しているか 

 

５ 実施した賃金改善が左記の

要件を満たしているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第４ 

 ５ 

２ 処遇改善通知第５ 

 １ 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

 ２ 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

 ２ 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

 ４ 

２ 処遇改善通知第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 加算額の全額を職員の賃金

改善に充てていない 

２ 公定価格の人件費増額改定

分の全額を職員の賃金改善に

充てていない 

３ 公定価格における人件費の

改定分の額の算定方法が処遇

改善通知に則していない 

 

１ 賃金改善の方針を周知して

いない 

２ 賃金改善を行う項目以外の

給与水準を低下させている 

３ 対象者や額が恣意的に偏っ

ている 

 

１ 区分２の充当対象職員、改善

する賃金項目、支払方法等を管理

していない 

 

１ 「加算当年度の加算による

改善額等の影響を除いた支払

賃金総額」が「基準年度にお

ける加算額等の影響を除いた

支払賃金総額」を下回ってい

る 

２ 「加算による改善等実績総

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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（ア）」が加算実績額を下回っていない 

ア：各職員の「加算による改善実績額」の合 

算額と「加算による改善実績額」に応じ 

て増加する法定福利費等の事業主負担 

分の合算額 

 ③ 区分２及び区分３を併せた加算による改善 

実績額の２分の１以上は、基本給または決ま 

って毎月支払われる手当の引き上げによるも 

のである 

④ 上記①の要件を満たさなかった場合には、 

生じた差額の全額を翌年度に速やかに職員に 

支払う 

 ⑤ 上記②の要件を満たさなかった場合には、 

 生じた加算残額の全額を翌年度に速やかに職 

員に支払う 

 

 

 

 

６ 賃金改善に係る収入・支出を明らかにした帳

簿を備え、証拠書類を整理し、実績報告後５年間

保管しなければならない。 

 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 賃金改善に係る収支を明ら

かにした帳簿及び証拠書類を

実績報告後５年間保管してい

るか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第６ 

 

 

 

 

額」が加算実績額を下回ってい

る 

３ 「加算による改善等実績総

額」「加算による改善実績額」

等の算定方法が処遇改善通知

に則していない 

４ 「加算による改善実績額」の

総額の２分の１超が基本給ま

たは決まって毎月支払われる

手当以外によるものである 

５ 左記①の要件を満たさなか

った場合に、差額の全額を翌年

度に速やかに職員に支払って

いない 

６ 左記②の要件を満たさなか

った場合に、加算残額の全額を

翌年度に速やかに職員に支払

っていない 

 

１ 賃金改善に係る収支を明ら

かにした帳簿及び証拠書類を

実績報告後５年間保管してい

ない 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 
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４ 処遇改善等加算 

区分３「質の向上分」 

 

１ 区分３の適用を受ける場合は、以下①～④の

要件を満たすこと。 

① 職員に係る「加算による改善等見込総額

（ア）」が「加算見込額（ウ）」を下回って

いない 

ア：各職員の「加算による改善見込額（イ」   

    の合算額と「加算による改善見込額」に 

応じて増加する法定福利費等の「事業主 

負担増加見込総額（エ）」の合算額 

  イ：「賃金見込額」のうち、加算対象 

者の基本給等のうちから改善を行う賃金 

項目を特定し、毎月払い等の方法により 

加算額を配分する賃金額 

ウ：以下の算式により算定した額の合計額 

   Ａ 副主任保育士等 

「副主任保育士等に係る単価」×「人 

数Ａ（ａ）」×「賃金改善実施期間の月 

数」 

   Ｂ 職務分野別リーダー等 

「職務分野別リーダー等に係る単価」 

×「人数Ｂ（b）」×「賃金改善実施期間 

の月数」 

     ａ：「基礎職員数」×３分の１ 

    ｂ：「基礎職員数」×５分の１ 

     ※詳細は処遇改善通知参照 

エ：以下の算式により算定する 

加算年度の法定福利費等の事業主負担分 

の総額」÷「加算前年度の賃金総額」× 

「加算年度の加算による改善見込額」 

② 区分２及び区分３を併せた加算による改善

見込額の２分の１以上は、基本給または決ま

１ 左記の要件を満たしている

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第２ 

２（１）（２） 

２ 処遇改善通知第２ 

 ３（１） 

３ 処遇改善通知第４ 

 ３ 

４ 処遇改善通知第４ 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「加算による改善等見込総

額」が「加算見込額」を下回っ

ている 

２ 「加算による改善等見込総

額」「加算見込額」「事業主負

担増加見込総額」等の算定方法

が処遇改善通知に則していな

い 

３ 「加算による改善見込額」の

総額の２分の１超が基本給ま

たは決まって毎月支払われる

手当以外によるものである 

４ 「加算当年度の加算による改

善額等の影響を除いた賃金見

込総額」が「基準年度における

加算額等の影響を除いた支払

賃金総額」を下回っている 

５ 左記④の要件を満たした職

員が合計１人以上いない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 
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って毎月支払われる手当の引き上げによるも

のである 

③ 「加算当年度の加算による改善額等の影響

を除いた賃金見込総額」が「基準年度におけ

る加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を

下回ってはならない 

④ 以下のア～ウに掲げる要件を全て満たした 

職員が、合計１人以上いること 

 ア 副主任保育士等 

  Ａ 副主任保育士等の発令を受けている 

  Ｂ 概ね７年以上の経験年数を有し、別に 

定める研修を修了している 

  イ 職務分野別リーダー等 

Ａ 職務分野別リーダー等の発令を受け 

ている 

    Ｂ 概ね３年以上の経験年数を有し、「乳 

     児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食 

育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」 

「保護者支援・子育て支援」のいずれか 

の分野を担当するとともに、別に定める 

研修を修了している 

  ウ 園長または主任保育士等で、副主任保育 

士・専門リーダーを対象とした別に定める 

研修を修了している 

 

２ 区分３に係る加算額については、副主任保育

士等及び職務分野別リーダー等に対し賃金の改善

を行い、職員の職位等に応じた勤務条件等の要件

及び賃金体系について定め、その内容を就業規則

等として書面で整備し、全職員に周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 区分３に係る加算額を対象

職員の賃金改善に充てるとと

もに、職員の職位等に応じた勤

務条件等の要件及び賃金体系

を書面で整備し、全職員に周知

しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第２ 

３（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 賃金改善の対象が、処遇改善

通知に則していない 

２ 職員の職位等に応じた勤務

条件等の要件及び賃金体系を

書面で整備し、全職員に周知し

ていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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３ 個別の職員に対する賃金改善額は、以下の要

件を満たすこと。 

① 副主任保育士等 

  月額４万円を超えない額 

② 職務分野別リーダー等 

  原則として月額５千円 

 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

４ 区分３に係る加算額は、その全額を職員の賃 

金改善に確実に充てること。 

※ 前提として、公定価格における人件費の増

額改定分に係る支給額についても、その全額

を職員の賃金改善に確実に充てなければなら

ない 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

５ 賃金改善の方針をあらかじめ職員に周知し、

改善を行う賃金項目以外の賃金項目の水準を低下

させないとともに、対象者や額が恣意的に偏らな

いようにしなければならない。 

 

 

 

６ 副主任保育士等、職務分野別リーダー等に対

し、職責等に応じて毎月支払われる手当、また

は基本給により賃金改善を行い、その名称、内

訳等を明確に管理しなければならない。 

 

 

 

３ 左記の要件を満たす賃金改

善を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公定価格の人件費増額改定

分の全額を職員の賃金改善に

充てた上で、加算額の全額を職

員の賃金改善に充てているか 

 

 

 

 

５ 賃金改善の方針を周知し、賃

金改善を行う項目以外の給与

水準を低下させず、対象者や額

が恣意的に偏らないようにし

ているか 

 

 

６ 職責等に応じた毎月の手当、

または基本給により賃金改善

を行い、その名称、内訳等を明

確に管理しているか 

 

 

 

１ 処遇改善通知第２ 

３（３） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

１ 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

２ 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

２ 

 

 

 

 

 

１個別の職員に対する賃金改善

額が処遇改善通知に則してい

ない 

 

 

 

 

 

 

１ 公定価格の人件費増額改定

分の全額を職員の賃金改善に

充てていない 

２ 加算額の全額を職員の賃金

改善に充てていない 

 

 

 

１ 賃金改善の方針を周知して

いない 

２ 賃金改善を行う項目以外の

給与水準を低下させている 

３ 対象者や額が恣意的に偏っ

ている 

 

１ 職責等に応じた毎月の手当、

または基本給により賃金改善

を行っていない 

２ 賃金改善の方法（名称、内訳

等）を管理していない 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 
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７ 区分２及び区分３を併せた加算による改善額

の２分の１以上は、基本給または決まって毎月

支払われる手当の引き上げによるものである。 

 

 

 

８ 年度末において、実施した賃金改善が以下①

～⑤の要件を満たしていなければならない。 

① 「加算当年度の加算による改善額等の影響 

を除いた支払賃金総額」が「基準年度におけ 

る加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を 

下回ってはならない 

② 職員に係る「加算による改善等実績総額 

（ア）」が加算実績額を下回っていない 

ア：各職員の「加算による改善実績額」の合 

算額と「加算による改善実績額」に応じ 

て増加する法定福利費等の事業主負担 

分の合算額 

 ③ 区分２及び区分３を併せた加算による改善 

実績額の２分の１以上は、基本給または決ま 

って毎月支払われる手当の引き上げによるも 

のである 

④ 上記①の要件を満たさなかった場合には、 

生じた差額の全額を翌年度に速やかに職員に 

支払う 

⑤ 上記②の要件を満たさなかった場合には、 

 生じた加算残額の全額を翌年度に速やかに職 

員に支払う 

 

 

 

７ 区分２及び区分３を併せた

加算による改善額の２分の１

以上が、基本給または決まって

毎月支払われる手当により引

き上げられているか 

 

８ 実施した賃金改善が左記の

要件を満たしているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

２ 

 

 

 

 

１ 処遇改善通知第５ 

 ４ 

１ 処遇改善通知第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 区分２及び区分３を併せた

加算による改善額の２分の１

超が基本給または決まって毎

月支払われる手当以外による

ものである 

 

１ 「加算当年度の加算による改

善額等の影響を除いた支払賃

金総額」が「基準年度における

加算額等の影響を除いた支払

賃金総額」を下回っている 

２「加算による改善等実績総額」

が加算実績額を下回っている 

３ 「加算による改善等実績総

額」「加算による改善実績額」

等の算定方法が処遇改善通知

に則していない 

４ 「加算による改善実績額」の

総額の２分の１超が基本給ま

たは決まって毎月支払われる

手当以外によるものである 

５ 左記①の要件を満たさなか

った場合に、差額の全額を翌年

度に速やかに職員に支払って

いない 

６ 左記③の要件を満たさなか

った場合に、加算残額の全額を

翌年度に速やかに職員に支払

っていない 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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９ 賃金改善に係る収入・支出を明らかにした帳

簿を備え、証拠書類を整理し、実績報告後５年

間保管しなければならない。 

 

※詳細は処遇改善通知参照 

 

９ 賃金改善に係る収支を明ら

かにした帳簿及び証拠書類を

実績報告後５年間保管してい

るか 

 

１ 処遇改善通知第６ 

 

１ 賃金改善に係る収支を明ら

かにした帳簿及び証拠書類を

実績報告後５年間保管してい

ない 

 

Ｃ 

 

 

 

 

５ ３歳児配置改善加算 １ ３歳児配置改善加算の支弁を受ける場合、３

歳児に係る保育士配置について、３歳児１５人

につき保育士１人の基準で配置しなければなら

ない。なお、３歳児の実人数が１５人を下回る

場合であっても、配置基準上保育士数を満たす

場合は、加算が適用される。 

 

１ ３歳児１５人につき保育士

１人を配置しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ２ 

１ ３歳児１５人につき保育士

１人を配置していない 

Ｃ 

６ ４歳以上児配置改善

加算 

１ ４歳以上児配置改善加算の支弁を受ける場

合、４歳以上児に係る保育士配置について、４

歳以上児２５人につき保育士１人の基準で配置

しなければならない。なお、４歳以上児の実人

数が２５人を下回る場合であっても、配置基準

上保育士数を満たす場合は、加算が適用される。 

 

 

１ ４歳以上児２５人につき保

育士１人を配置しているか 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ３ 

１ ４歳以上児２５人につき保

育士１人を配置していない 

Ｃ 

７ １歳児配置改善加算 １ １歳児配置改善加算の支弁を受ける場合、１

歳児に係る保育士配置について、１歳児５人に

つき保育士１人の基準で配置し、かつ以下①か

ら③を満たさなければならない。なお、１歳児

の実人数が５人を下回る場合であっても、配置

基準上保育士数を満たしており、以下①から③

についても満たしている場合は、加算が適用さ

れる。 

 ① 処遇改善等加算の区分１、区分２及び区分

３のいずれも取得していること。 

１ １歳児５人につき保育士１

人を配置し、かつ左記①～③の

要件を満たしているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ４ 

１ １歳児５人につき保育士１

人を配置していない 

２ 処遇改善等加算の区分１、区

分２及び区分３のいずれかを

取得していない 

３ 園児の登降園管理に関して

ＩＣＴを活用していない 

４ 左記アからウのいずれか１

つ以上の機能を有するシステ

ムを導入していない 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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 ② 園児の登降園管理に関してＩＣＴを活用す

るとともに、以下のアからウのいずれか１つ以

上の機能を有するシステムを導入し、業務に活

用していること。 

  ア 保育に係る計画・記録に関する機能 

  イ 保護者との連絡に関する機能 

  ウ キャッシュレス決済に関する機能 

 ③ 処遇改善通知第４の２の規定により算定さ

れる「職員１人当たりの平均経験年数」が１０

年以上であること。 

 

５ 処遇改善通知第４の２の規

定により算定される「職員１人

当たりの平均経験年数」が１０

年未満である 

 

Ｃ 

 

 

８ 休日保育加算 １ 休日保育加算の支弁を受ける場合、休日等に

おいて、以下の要件を満たして保育を実施しな

ければならない。 

 ①休日等を含めて年間を通じて開所する 

 ②子どもの年齢・人数に応じた保育士を配置す

る 

 ③適宜、間食または給食等を提供する 

 ④休日等に常態的に保育を必要とする子どもを

対象とする 

 

１ 左記①～④の要件を満たし

ているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ５ 

１ 休日等を含めて年間を通じ

て開所していない 

２ 子どもの年齢・人数に応じた

保育士を配置していない 

３ 適宜、間食または給食等を提

供していない 

４ 対象が、休日等に常態的に保

育を必要とする子どもでない 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

９ 夜間保育加算 １ 夜間保育加算の支弁を受ける場合、東京都か

ら夜間保育所として設置認可された上で、夜間

保育を実施しなければならない。 

１ 夜間保育所として設置認可

された上で夜間保育を実施し

ているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ６ 

２ 夜間保育所通知 

１ 夜間保育所として設置認可

されていない 

２ 夜間保育の実施において、設

置認可基準を満たしていない 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

１０ 減価償却費加算 １ 減価償却費加算の支弁を受ける場合、以下の

要件全てに該当しなければならない。 

 ①建物が自己所有である 

 ②建物取得（整備・改修）の際に建設（購入）

資金が発生している 

１ 左記①～④の要件全てに該

当しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ７ 

１ 建物が自己所有でない 

２ 建物取得（整備・改修）の際

に建設（購入）資金が発生して

いない 

 

Ｃ 

Ｃ 
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 ③建物の整備・改修に当たって国庫補助金の交

付を受けていない 

 ④賃借料加算の対象となっていない 

 

 

３ 建物の整備・改修に当たり国

庫補助金の交付を受けている 

４ 賃借料加算の対象となって

いる 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

11 賃借料加算 １ 賃借料加算の支弁を受ける場合、以下の要件

全てに該当しなければならない。 

 ①建物が賃貸物件である 

 ②賃貸物件に対する賃借料が発生している 

 ③賃借料の国庫補助を受けた場合、残額が生じ

ていない 

 ④減価償却費加算の対象となっていない 

 

１ 左記①～④の要件全てに該

当しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ８ 

１ 建物が賃貸物件でない 

２ 賃貸物件に対する賃借料が

発生していない 

３ 賃借料の国庫補助に係る残

額が生じている 

４ 減価償却費加算の対象とな

っている 

Ｃ 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

12 チーム保育推進加算 １ チーム保育推進加算の支弁を受ける場合、以

下の要件全てに該当しなければならない。 

 ①必要保育士数（基本分単価及び他の加算が求

める保育士数）を超えて保育士を配置する 

 ②キャリアを積んだチームリーダーの位置付け

等チーム保育体制を整備する（※） 

 ③職員の平均経験年数が１２年以上 

 ④加算額は、保育士の増員や職員全体の賃金改

善に充てる 

 ※チーム保育体制の整備とは、年齢別配置基準

（３歳児配置改善加算適用の場合は、その配

置基準）を超えて、主に３～５歳児について

複数保育士により保育する体制の構築をいう 

 

２ 年度終了後速やかに実績報告書を市に提出し

なければならない。 

 

 

１ 左記①～④の要件全てに該

当しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年度終了後速やかに実績報

告書を市に提出しているか 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ９ 

 

 

１ 必要保育士数を超えて保育

士を配置していない 

２ チーム保育体制が整備され

ていない 

３ 職員の平均経験年数が１２

年未満である 

４ 加算額が保育士の増員や賃

金改善に充てられていない 

 

 

 

 

 

 

１ 年度終了後速やかに実績報

告書を市に提出していない 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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３ 加算額と上記④に係る支出を比較して差額が

生じた場合、翌年度において、その全額を一時

金等により賃金改善に充てなければならない。 

 

３ 「加算額」と「左記④の支出

額」の差額について、翌年度に

その全額を賃金改善に充てて

いるか 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅲ ９ 

１ 「加算額」と「左記④の支出

額」の差額について、翌年度に

その全額を賃金改善に充てて

いない 

Ｃ 

13 主任保育士専任加算 １ 主任保育士専任加算の支弁を受ける場合は、

主任保育士を主任業務（※）に専任させるため、

基本分単価及び他の加算が求める「必要保育士

数」を超えて代替保育士を配置し、以下の事業

等を複数実施しなければならない。 

 ①延長保育事業 

 ②一時預かり事業（一般型） 

 ③病児保育事業 

 ④乳児が３人以上利用 

 ⑤障害児が１人以上利用 

 ⑥災害時における地域支援の取組 

 ⑦乳児等通園支援事業 

※  保育計画の立案、保護者や地域住民からの 

育児相談、地域の子育て支援活動等。 

なお、クラス担当等を兼務することは適当

でないが、他の保育士が休んだ場合に代理で

保育することは妨げない。ただし、１月を超

えて兼務が継続している場合、加算は適用さ

れない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 必要保育士数を超えて代替

保育士を配置し、主任保育士を

主任業務に専任させ、左記①～

⑦の事業等を複数実施してい

るか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ １ 

２ 公定価格ＦＡＱ 

１ 必要保育士数を超えて代替

保育士を配置していない 

２ 主任保育士が主任業務専任

になっていない 

３ 保護者や地域住民からの育

児相談、地域の子育て支援活動

等に積極的に取り組んでいな

い 

４ 左記①～⑦の事業等を複数

実施していない 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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14 療育支援加算 １ 療育支援加算として以下①又は②いずれかの

支弁を受ける場合は、障害児が利用しており、

かつ以下の要件を全て満たしたうえで、できる

限り施設を利用する全ての障害児を対象とする

こと。 

なお、本加算の①又は②いずれかの支弁を受

ける施設は、障害児を積極的に受け入れ、正当

な理由なく利用を制限又は保育標準時間の取扱

いに差異を設けることがないよう留意するとと

もに、主任保育士や専門職のみに限らず、職員

がチームとなって障害児保育に取り組まなけれ

ばならない。 

 ①主任保育士を補助する者を配置する場合の加

算 

  ア 対象となる障害児の把握と共有 

  イ 個別の支援・指導計画の作成と見直し 

  ウ 障害児通所支援事業所等との連携強化 

  エ 障害児の家族への支援 

  オ 地域の関係機関との情報交換及び連携 

 ②専門職を活用する場合の加算 

  ア 専門職が月６０時間以上（１週間に２日

程度）業務に従事していること 

  イ ①ア～オの要件を満たしていることに加

え、障害児保育に関する研修計画を策定し、年

１回以上の研修を実施すること 

 

２ 加算を受けた翌年４月末日までに実績報告書

を市に提出しなければならない。 

 

※詳細は留意事項通知参照 

 

１ 障害児が利用しており、かつ

左記①又は②の要件を満たし

ているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 期限までに実績報告書を市

に提出しているか 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ２ 

１ 障害児が利用していない 

２ 正当な理由なく、施設を利用

する全ての障害児が対象とな

っていない 

３ 正当な理由なく障害児の利

用を制限又は保育標準時間の

取扱いに差異を設けている 

４ 主任保育士や専門職など、限

られた職員しか障害児保育に

取り組んでいない 

５ 療育費加算として左記①の

支弁を受けているにもかかわ

らず、左記①ア～オいずれかの

要件を満たしていない 

６ 療育費加算として左記②の

支弁を受けているにもかかわら

ず、左記②ア～イいずれかの要件

を満たしていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 期限までに実績報告書を市

に提出していない 

Ｃ 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 



 30

15 事務職員雇上費加算 １ 事務職員雇上費加算の支弁を受ける場合は、

事務職員を配置（※）し、以下の事業等のいず

れかを実施しなければならない。 

 ①延長保育事業 

 ②一時預かり事業（一般型） 

 ③病児保育事業 

 ④乳児が３人以上利用 

 ⑤障害児が１人以上利用 

 ⑥乳児等通園支援事業 

 ※施設長が兼務する場合、業務委託する場合は

配置不要 

１ 事務職員を配置し、左記①～

⑥の事業等のいずれかを実施

しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ３ 

１ 事務職員を配置していない 

２ 左記①～⑥の事業等をいず

れも実施していない 

Ｃ 

Ｃ 

16 高齢者等活躍促進加

算 

１ 高齢者等活躍促進加算の支弁を受ける場合、

以下の要件を満たさなければならない。 

 ①高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員と

して雇用し、高齢者等に適した業務を行わせ、

かつ、高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇

用時間が４００時間以上見込まれる 

 ②以下の事業等のいずれかを実施する 

  ア 延長保育事業 

  イ 一時預かり事業（一般型） 

  ウ 病児保育事業 

  エ 乳児が３人以上利用 

  オ 障害児が１人以上利用 

  カ 乳児等通園支援事業 

 

２ 加算を受けた翌年４月末日までに実績報告書

を市に提出しなければならない。 

 

 

 

 

１ 左記①②の要件を満たして

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 期限までに実績報告書を市

に提出しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ７ 

１ 高齢者等を職員配置基準以

外に雇用し、適した業務を行わ

せていない 

２ 高齢者等全員の累積年間総

雇用時間の見込が４００時間

未満である 

３ 左記ア～カの事業等をいず

れも実施していない 

 

 

 

 

 

 

１ 期限までに実績報告書を市

に提出していない 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 



 31

17 施設機能強化推進費

加算 

１ 施設機能強化推進費加算の支弁を受ける場合

は、火災・地震等の災害時に備え、職員等の防

災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘

導体制を充実する等の防災対策（※）に取り組

まなければならない。 

 ※取組に係る経費の総額が概ね２０万円以上見

込まれること 

 

２ 加算を受けた翌年４月末日までに実績報告書

を市に提出しなければならない。 

 

１ 職員等の防災教育及び防災

対策に取り組んでいるか 

 

 

 

 

 

 

２ 期限までに実績報告書を市

に提出しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ８ 

 

 

 

 

 

 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ８ 

１ 職員の防災教育及び防災対

策に取り組んでいない 

 

 

 

 

 

 

１ 期限までに実績報告書を市

に提出していない 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

18 小学校接続加算 １ 小学校接続加算の支弁を受ける場合、以下の

取組を行わなければならない。 

 ①小学校との連携・接続の担当に関する業務分

掌を明確にする 

 ②小学校との子ども及び教職員の交流活動を実

施する 

 ③小学校と協働して、５歳児から１年生の２年

間（以上を含む。）のカリキュラムを編成・

実施していること 

 ※①②は必須要件。③は実施する場合は加算対

象。 

 

１ 左記①～③の取組を行って

いるか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ ９ 

１ 小学校との連携・接続の担当

に関する業務分掌が不明確で

ある 

２ 小学校との子ども及び教職

員の交流活動を実施していな

い 

３ 小学校と協働して、５歳児か

ら１年生の２年間（以上を含

む。）のカリキュラムを編成・

実施していない 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

19 栄養管理加算 １ 栄養管理加算の支弁を受ける場合は、食事の

提供にあたり、栄養士を活用して献立・アレル

ギー・アトピー等への助言、食育等に関する継

続的な指導を受けなければならない。 

 

 

 

 

１ 栄養士から献立・アレルギー

等への助言や食育等に関する

継続的な指導を受けているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ １０ 

１ 栄養士から助言や指導を受

けていない 

２ 栄養士からの助言や指導が

継続的でない 

Ｃ 

 

Ｃ 
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20 第三者評価受審加算 １ 第三者評価受審加算の支弁を受ける場合は、

市が認める第三者機関による評価を受審し、そ

の結果をホームページ等により広く公表しなけ

ればならない。 

 

１ 市が認める第三者機関によ

る評価を受審し、結果を広く公

表しているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ １１ 

１ 市が認める第三者機関によ

る評価を受審していない 

２ 結果を広く公表していない 

Ｃ 

 

Ｃ 

21 保育ＩＣＴ推進加算 １ 保育ＩＣＴ推進加算の支弁を受ける場合は、

保育業務に係るＩＣＴの導入及び活用における

責任者を選任し、以下の要件を満たしていなけ

ればならない。 

 ①以下の全ての機能を有するシステムを導入

し、業務に活用していること。 

  ア 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

  イ 保育に係る計画・記録に関する機能 

  ウ 保護者との連絡に関する機能 

  エ キャッシュレス決済に関する機能 

 ②「保育業務施設管理プラットフォーム」を活

用していること。 

 ③施設の見学予約等に係る手続において、「保

活情報連携基盤」を活用していること。 

 

１ ＩＣＴの導入及び活用にお

ける責任者を選任し、左記①～

③の取組を行っているか 

１ 留意事項通知別紙２ 

Ⅵ １３ 

１ ＩＣＴの導入及び活用にお

ける責任者を選任していない 

２ 導入したシステムが、左記ア

～エいずれかの機能を有して

いないか、導入したシステムを

業務に活用していない 

３ 「保育業務施設管理プラット

フォーム」を活用していない 

４ 施設の見学予約等に係る手

続において、「保活情報連携基

盤」を活用していない 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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Ⅴ 市補助金に関する基準 
項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

１ 実費徴収の禁止 １ ①児童処遇費が支払われていること、②市補

助金の残額を、特色ある保育サービス・便宜の

提供に係る経費として活用することが認められ

ていることから、以下の場合を除き、保護者か

ら実費を徴収してはならない。 

 ・第２号認定子どもの副食費 

 ・保育の提供において通常必要となる数量を施

設の費用負担で提供しているが、保護者側の

都合により、同一のものについて追加購入等

の希望がある場合 

例）紛失、破損、複数希望 

 

１ 認められている場合を除き、

保護者から実費を徴収してい

ないか 

１ 実費徴収通知 １ 実費徴収が認められていな

い費用について、保護者から徴

収している 

Ｂ 

２ 他自治体施設等への

資金移動 

１ 市補助金は、財源が全額市税であることから、

他自治体の施設等へ資金移動してはならない。 

 

２ 弾力運用により委託費を他自治体の施設等へ

資金移動する際は、資金移動額に市補助金が含

まれていないことを明確にするため、委託費と

市補助金それぞれの残高を算出・管理しなけれ

ばならない。また、翌年度以降も、資金移動の

有無に関わらず、管理し続けなければならない。 

 

１ 市補助金を他自治体の施設

等へ資金移動していないか 

 

２ 他自治体の施設等へ資金移

動している場合、委託費と市補

助金それぞれの残高を算出・管

理しているか 

１ 市補助金運用通知 １ 市補助金を他自治体の施設

等へ資金移動している 

 

１ 委託費と市補助金それぞれ

の残高を算出・管理していない 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

３ 本部経費按分負担額

の算出 

１ 法人本部の経費を各施設が按分して負担する

際に、収入比や支払資金残高比を用いて按分す

る場合は、市補助金の金額・残高を除いた数値

を用いなければならない（委託費の収入比で按

分することは差し支えない）。 

 

 

１ 収入比や支払資金残高比を

用いて本部経費按分負担額を

算出している場合、市補助金を

除いているか 

１ 市補助金運用通知 １ 市補助金を含めた収入比や

支払資金残高比を用いて本部

経費按分負担額を算出してい

る。 

Ｂ 
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４ 書類の整備保管 １ 補助金に係る予算及び決算の関係を明らかに

した書類を整備し、これを対象事業の完了後又は

補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了

後５年間保管しなければならない。 

 

１ 補助金に係る予算・決算関係

書類を整備し、５年間保管して

いるか 

１ 市補助金要綱第１１ １ 補助金に係る予算・決算関係

書類を整備し、５年間保管して

いない 

Ｂ 

 
※「Ⅴ 市補助金に関する基準」の項目は、子ども・子育て支援法に基づく指導検査だけでなく、調布市民間保育所等運営費等補助金交付要

綱第１０の規定に基づく実地検査の対象でもあります。したがって違反があった場合、子ども・子育て支援法に基づく指導検査の結果とし

て通知する「実地検査指導事項票」とは別に、市補助金の所管部署である保育課から改善を求める文書を送付する場合があります。 


